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茅ヶ崎市都市部景観みどり課 

 

違反屋外広告物除却協力員の手引き 

茅ヶ崎市では、屋外広告物法及び神奈川県屋外広告物条例の規

定に基づき、茅ヶ崎市違反屋外広告物除却協力員要綱（平成１８

年４月１日）を定め、法に違反するはり紙・はり札及び立看板の

市民参加による除却制度を制定いたしました。 

この手引き書は、その運用について協力員の理解を深め、本市

における良好な都市景観の維持及び安全で快適な市民生活を確

保することを目的として活用するものです。 
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１．除却協力員となる手続き 

  除却活動をしようとする場合は、市に申込みをして協力員登録を行ってください。 

登録資格及び登録までの流れは次のとおりです。 

 

 

           

                       

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※任期は、登録の日から翌年度の３月３１日までです。 

※継続する場合は、市に要請して継続登録を受けます。 

 

（１）登録資格 

  次の①②のいずれにも該当する方 

①１８歳以上の方 

②市内在住、在勤又は在学の方 

※月１回程度の活動が可能な方 

※２人以上で活動できる方 

（２）申込み手続き 

①申込書（１号様式）の記入 

②市役所３階景観みどり課の窓口（１４番） 

へ提出 

※運転免許証・マイナンバーカード・保険証・学

生証等、本人確認のできるものを持参してくだ

さい。 

 

（３）講習会の受講 

市役所窓口申し込み時に説明（人数が集中した場

合は後日まとめて開催予定） 

 

内容 

①関係法令の基礎知識 

②違反屋外広告物について 

③活動の注意点について 

除却活動は最低２人以上で

行わなければなりません。

申込みは同一の区域で除却

活動を行う２人以上の連名

で行ってください。 

申込書は、市ホームページ

の景観みどり課ページから

もダウンロードできます。 

（４）協力員として、市に登録されます 

活動に必要な用具を貸与し

ます 

①協力員証 

②腕章 

③軍手、スクレッパー、 

ニッパ 

協力員登録者が現場に２名

以上いれば、他の方が補助

員として参加することは可

能です。 
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２．除却対象について 

（１） 協力員が除却できる広告物は、 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）除却できない広告物（例） 

①国及び地方公共団体の広報資料等 

②寺社、教会等の礼式、冠婚葬祭のためのもの 

  ③地方の年中行事のためのもの 

④選挙運動のためのはり札、ポスター等 

⑤政治団体、労働組合等の営利を目的としないもの 

⑥公共団体、公益法人等が表示し、公益上必要と認められるもの 

  ⑦鉄、アルミ、ブリキ製のもの 

はり紙 はり札 立看板（ステ看） 

容易に取り外せる状態で設置されているもの 

（広告物に鍵が取り付けられているものを除く） 

 

道路（公道）上の 

 

表示内容が 

 
①金融、不動産、風俗営業等に係る営利目的であるもの 

②催物講演会等に係るもので、開催日等が過ぎているもの 

③明らかに長期間設置されていたとわかるもので、汚れ、 

又は朽ち果てたようになっているもの 

 

 

 

で 

に設置された 

です。 

木枠に紙・布張り又はベニヤ

板、プラスチック板等に紙を

貼り、立てかけられているも

の（自立看板を除く） 

 

※民地内にある電柱・街灯柱等は除きます 

電柱、街灯柱、消火栓標識、バス停留所の上屋、

植樹帯、街路樹、信号機、消火栓、郵便ポスト、

公衆電話所、送電塔、煙突、銅像 など 

判断に迷う場合は、 

事前報告の際に景観みどり

課へお伝えください。 
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３．除却活動の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ グループで日を決めて回る場合も事前報告を行ってください。 

※ 除却活動は市民活動等災害補償制度（市民活動保険）の対象となります。 

※ 通報などを受け、市より最寄りの協力員さんに除却の依頼を行うケースもあります。 

協力員が違反広告物を確認 

協力者に活動要請（１人以上） 

市に事前報告書の送付 

（FAX・ﾒｰﾙ・持参） 

〔連絡先〕茅ヶ崎市景観みどり課 

ＴＥＬ ８１－７１８２（直通） 

 ＦＡＸ ５７－８３７７ 

E-mail keikanmidori@city.chigasaki.kanagawa.jp 

※事前報告書の様式は別紙のとおりです。 

 景観みどり課のホームページからもダウンロー

ドできます。 

①協力員証と腕章を必ず携帯 

②夜間を避けて昼間活動 

③２人以上で活動 

④トラブル時は茅ケ崎警察署 

 ℡（８２）０１１０ 

もしくは茅ヶ崎市景観みどり課 

℡（８１）７１８２（直通） 

（市役所閉庁時は警備員室へ繋がります） 

除却終了 

除却作業報告書（４号様式）を 

作成    

①除却物と除却作業報告書をセットで管理 

②電話で回収を要請（回収日は電話時要確認） 

℡８５－７４２５ 

茅ヶ崎市シルバー人材センター 

回収までは除却者が除却物を保管 

③景観みどり課に自己搬入もできます。（要事前連

絡） 

除却物と除却作業報告書を回

収者に渡して、１行程終了 

※ 本市に在勤・在学の方が登録していただくと

きは、除却広告物の回収方法を相談させていた

だきます。 

 

市職員が電話で内容確認 

除却を依頼 

除却の実施 

（除却後に広告物と針金類を分

別してください） 
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回収日については、地域によって異なりますので、シルバー人材センターに回

収依頼の連絡をした時に日程をご確認ください。 

また、景観みどり課に直接搬入する場合は、事前に電話での連絡をお願いしま

す。 

 

 

回収担当者：茅ヶ崎市シルバー人材センター 

〒253-0045 茅ヶ崎市十間坂１－４－８ 

電 話０４６７－８５－７４２５ 

（ＡＭ８：３０～ＰＭ５：００）（土日祝を除く） 

ＦＡＸ０４６７－５８－６６７０ 
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協力員が除却できる違反屋外広告物 

 

 

  

 

電柱に不動産のはり札          電柱に駐車場案内のはり札 

 

 

 

電柱に不動産のはり札          電柱に不動産のはり札 
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協力員が除却できない屋外広告物 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行政の広報資料等             寺社、教会等の礼式 

冠婚葬祭の為のもの 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

             地方の年中行事のためのもの 
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協力員が除却できない屋外広告物 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政治団体、労働組合等の非営利目的のもの     公益上必要と認められるもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鉄、アルミ、ブリキ製のもの       民地内に掲出されているもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


